
自転車安全指導







自動車やバイクと違
い、免許もなく乗れて
しまうからこそ、交通
ルールやマナーを知っ
て、正しく乗ることが
大切。



今日は…、

今から見せる、

５つのルール

を覚えて帰ること！！



■ １つ目

・ 車道が原則で
左側を通行する。
※ 歩道は例外で
歩行者を優先。









逆走は危険です。

絶対にやらない！！





・ １３歳未満の子ども

・ ７０歳以上の高齢者

・ 身体が不自由な人

・ いちじるしく自動車の通行量が

多いうえ、車道の幅が狭いなどの

ために、追越しをしようとする自

動車などの接触事故の危険性があ

る場合。

・「自転車通行可」の標識がある。







■ ２つ目

・ 交差点では信号

と一時停止を守っ

て、安全確認。























■ ３つ目

・ ２人乗りや並走

の禁止。







■ ４つ目

・ 「ながら運転」

の禁止。





■ ５つ目

・夜間はライトを点灯

※違反は５万円以下の罰金







・車道を走り、左側通行を守る。

・信号や一時停止などを守る。

・２人乗りや並走の禁止。

・「ながら運転」の禁止。

・夜間はライトを点灯。



自転車は便利な乗り物である反

面、一歩間違えれば自分の命だけ

でなく、他人の命を奪うことにも

なります。「これぐらいなら…」

という考え方は捨てて、法律と

マナーを守り、周囲に優しい運転

を心がけよう。


